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（別記第２号様式 道民意見提出手続の意見募集結果）

特別支援教育に関する基本方針［令和５～９年度］（素案）についての意見募集結果

令和５年（2023年）３月29日

特別支援教育に関する基本方針［令和５～９年度］（素案）について、道民意見提出手続によ
り、道民の皆様からご意見を募集したところ、８個人、７団体から、延べ５８件のご意見が寄せ
られました。
ご意見の要旨及びご意見に対する道の考え方については、次のとおりです。

意 見 の 概 要 意見に対する道教委の考え方※

インクルーシブ教育の観点から障がいを持 御意見を踏まえ、Ｐ２の今後の方向性及び
つ児も健常児と共に育つ教育を受けることが Ｐ３の施策にインクルーシブ教育システムの
理想であることは十分理解できるが、個々の 推進に関する記述を追加しました。
力を育てていくための方向性が具体的に見え
ない。
心配な子どもはまず支援級へという流れが

あり、通常学級でいかに過ごすかの検討は少
ないように思う。
インクルーシブ教育の実現には賛成だが、

まずは現状の課題を細かく整理する必要があ
る。

（網走市） Ａ

特別支援学校を検討する保護者の中には、 いただいた御意見のほか、特別支援学校の
遠距離のため特別支援学校ではなく市内の特 在り方については、教育関係団体や市町村教
別支援学級を選択する家庭がある。 育委員会からもさまざまな意見が寄せられて
身近な場所で児童にあった教育を受けられ おり、改めて総合的な視点から検討する必要

るように、知的障害児や肢体不自由児の区別 があると考え、Ｐ40の今後の方向性に、特別
なく、総合特別支援学校の設置が望まれる。 支援学校の在り方検討に関する記述を追加し

（恵庭市） ました。
Ａ

Ｐ26の「在学中における地域の体制づくり 施策に記載しているとおり、学校段階等間
の促進」の施策に「幼児教育施設と小学校、 での引継ぎに関わる取組の充実を図ってまい
小学校と中学校、中学校と高等学校など、学 ります。
校段階等間で指導や支援の内容が円滑に接続
されるよう、『個別の教育支援計画』や『個
別の指導計画』を活用した引継ぎに関わる取
組の充実を図ることが求められています。」
と記載があるが、「引継ぎ」については特に
推進してほしい。

（恵庭市） Ｂ

Ｐ５の「小・中学校 全体」の課題に「管 管理職のリーダーシップの発揮や全ての教
理職と全教員による指導・支援体制の構築」 職員による指導・支援体制の構築について
とあるが、両者の方針や意見に温度差があり、 は、Ｐ７に施策を記載していますが、いただ
支援内容や連携をする際に支障となる場合が いた御意見は今後の施策の進め方等の参考と
あり、学校内の体制整備を推進してほしい。 させていただきます。

（恵庭市） Ｃ

Ｐ５の「小・中学校 全体」の課題におい 関係機関等には、医療・保健・福祉その他
て、放課後等デイサービスをはじめとした福 の関係機関を含むものとして記述していま
祉サービスとの関係は重要であることを踏ま す。
え、「関係機関等」の記述を「福祉等の関係
機関」としてほしい。

（恵庭市） Ｂ

Ｐ５の「幼児教育施設、小学校、中学校に 必要な支援の内容に関する情報の引継ぎに
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おける学びの場の充実」の課題として、「切 ついては、Ｐ７に施策を記載していますが、
れ目のない一貫した指導や支援を行なうため 進級時を含むものとして記述しています。
の体制の構築」とあるが、就学や進学の際の
引継ぎだけではなく、担任が変わる進級時に
ついてもそれまでの支援、指導内容が継続で
きるように引継ぎを徹底してほしい。

（恵庭市） Ｂ

令和５年４月以降に発足するこども家庭庁 いただいた御意見は今後の施策の進め方等
の「「就学前のこどもの育ちに係る基本的な の参考とさせていただきます。
指針」のための有識者懇談会」で議論されて
いる“就学前こども指針(仮称)”と、中教審
「初等中等教育分科会幼児教育と小学校教育
の架け橋特別委員会」での議論されている“
施設類型を問わず幼児教育の質的向上と小学
校教育との円滑な接続を図る接続期の教育の
充実”について議論の経緯の周知をさらに図
り、令和５年４月から日本中どの地域、どの
施設等においても、一斉に取り組めるように
事前の準備を進めていただきたい。

（恵庭市） Ｃ

高等学校における通級指導を充実し、通級 高等学校における通級による指導について
指導教室の設置数を拡大してほしい。 は、Ｐ11に施策を記載していますが、いただ

（恵庭市） いた御意見は要望として受け止め、今後の施
策の進め方等の参考とさせていただきます。

Ｃ

進学や就職に対する進路指導について、関 幼児期から学校卒業後までの切れ目のない
係機関との連携を含めた取組を推進してほし 一貫した指導や支援の充実については、Ｐ24
い。就学後から就労期までの要領、指針、ガ 以降に今後の方向性や施策を記載しています
イドライン（特に放課後等デイサービス、就 が、いただいた御意見は要望として受け止め、
労支援(相談支援)）も含めた大綱の作成、接 今後の施策の進め方等の参考とさせていただ
続の具体的な取組をできるところから進めて きます。
いただきたい。

（恵庭市） Ｃ

Ｐ35の特別支援学級と通常級との間で実施 御意見を踏まえ、施策の４つ目に、管理職
する「交流及び共同学習」について、管理職 を含む全ての教職員の共通理解に関する記述
や全教員の理解促進や実施内容等を充実させ を追加しました。
てほしい。

（恵庭市） Ａ

Ｐ37の「医療的ケア」の課題について、付 医療的ケアの施策については、Ｐ38に記載
き添いや登下校等の送迎における保護者の負 していますが、いただいた御意見は要望とし
担を軽減するために、看護職員の配置や通学 て受け止め、今後の施策の進め方等の参考と
手段の確保について要望します。 させていただきます。

（恵庭市） Ｃ

Ｐ43の「効率的なスクールバス運行に向け Ｐ43の施策に記載のとおり、介助添乗員の
た体制整備」について、安全な運行体制の確 資質向上に向けた事前研修などの取組を推進
保のために、介助添乗員の人材育成（障害特 してまいります。
性の理解、対応方法の習得など）についての
取り組みを推進してほしい。

（恵庭市） Ｂ

Ｐ２の「適切な就学先決定に向けた支援」 多様で柔軟な仕組みの整備については、Ｐ
の現状について、道教委として「多様で柔軟 ３以降の幼児教育施設、小学校、中学校、高
な仕組みを整備」の現状をどう認識している 等学校及び特別支援学校における学びの場の
のか、その観点で記述が必要だと考える。 充実において記述しています。

（札幌市） Ｂ
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Ｐ２の「適切な就学先決定に向けた支援」 御意見を踏まえ、Ｐ２の今後の方向性に、
の課題及び今後の方向性に、本人・保護者の 本人及び保護者の意見の尊重に関する記述を
意思の尊重についての記述と、決定した就学 追加しました。
先で十分な合理的配慮（基礎的環境整備）の また、合理的配慮の提供については、Ｐ３
もとで教育を受けられるよう教育環境の整備 に施策として記載しています。
などについて記述される必要がある。

（札幌市） Ａ

Ｐ３の「適切な就学先決定に向けた支援」 基礎的環境整備については、Ｐ３の合理的
の施策に、道教委・地教委が行政として担う 配慮に係る施策等において推進されるものと
べき基礎的環境整備の視点での合理的配慮の 考えていますが、いただいた御意見は今後の
記述がない。 施策の進め方等の参考とさせていただきま

（札幌市） す。
Ｃ

Ｐ４の「小・中学校 通常の学級」の現状 特別支援教育支援員については、Ｐ５の課
について、特別支援教育支援員の配置状況は 題やＰ７の施策で記述しているとおり、未配
記述されているが、特別支援教育にかかわる 置の解消及び配置促進を図ることとしている
教員の加配の実態が書かれていない。 ため、Ｐ４に現状を記述しています。

（札幌市） Ｄ

Ｐ６の「幼児教育施設及び小・中学校の通 特別支援教育に関する教員の加配につい
常の学級」の今後の方向性について、特別支 て、いただいた御意見は要望として受け止め、
援教育支援員の配置促進だけではなく、特別 今後の施策の進め方等の参考とさせていただ
支援教育に関する教員の加配が必要だと考え きます。
る。

（札幌市） Ｃ

Ｐ６の「小・中学校 通級による指導」の 通級による指導については、国の動向も見
今後の方向性について、「通級による指導を 据えながら、地域の実情等に応じて体制の充
受ける児童生徒への指導や支援については、 実を図る必要があると考えており、いただい
指導の教育的効果や児童生徒や保護者の負担 た御意見は要望として受け止め、今後の施策
等を勘案し、自校通級、他校通級のほか、巡 の進め方等の参考とさせていただきます。
回指導など効果的な実施形態の選択・運用を
進めるとともに」となっているが、指導の効
果、児童生徒・保護者の負担の観点でも自校
通級を基本にすべきと考える。

（札幌市） Ｃ

Ｐ９の「高等学校における学びの場の充実」 「特別な教育的支援を必要とする生徒の実
の通常の学級の現状について、「校内委員会 態把握」は、障がいの有無ではなく、支援の
において、特別な教育的支援が必要と判断し 必要性について把握することを目的としてい
た生徒の割合は、平成30年度、令和３年度と るため、別途調査は実施しません。
もに0.8％である。」とあるが、実態とかけ離
れているのではないか。 簡単でもよいので
調査など必要ではないか。また、課題に記述
されている「特別な教育的支援を必要とする
生徒の実態把握」が学校として行うことなの
か、道教委の施策として行うことなのか、不
明である。

（札幌市） Ｄ

Ｐ９の「高等学校における学びの場の充実」 高等学校における通級による指導の実施に
の通級による指導の現状について、加配など 当たっては、必要な教員を配置しているとこ
で措置している教員配置の状況を記述すべき ろです。
である。

（札幌市） Ｄ

Ｐ27の「卒業後における支援」について、 卒業後における支援について、いただいた
かかる経費は生徒の在校時代に集めており、 御意見は要望として受け止め、今後の施策の
当事者の負担となっているが、道の保健福祉 進め方等の参考とさせていただきます。
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部局と連携し、公費負担をできるように予算
化するべきではないか。少なくとも、課題と
して実態を記述すべきではないか。

（札幌市） Ｃ

Ｐ28の「教員の特別支援教育の専門性の向 学校における働き方改革については、令和
上」について、研修が大切であることは言う ３年３月に策定した「北海道アクション・プ
までもないが、この部分の現状認識と課題に、 ラン（第２期）」に基づき、実効性のある取
教員の多忙や教材研究する時間などが、決定 組を推進してまいります。
的に不足している事実が記述されていない。
現状と課題、方向性、施策すべてにおいて、

教員の働き方改善の視点が必要である。
（札幌市） Ｄ

Ｐ37の「医療的ケア」の今後の方向性につ 医療的ケア看護職員については、医療的ケ
いて、「各学校の実情に応じた医療的ケア看 ア児の在籍状況を踏まえ、必要のある学校へ
護職員配置や配置の在り方について検討を進 配置しているところですが、学校や地域の実
める」となっているが、「検討を進める」と 情等に応じた配置方法についても検討する必
いう曖昧な言葉ではなく、早急に、すべての 要があると考えています。
医療的ケアを必要とする児童生徒が地域の学
校で学べるよう、必要のある学校全てに看護
職員を配置し、受け入れ体制を整えるべきで
はないか。

（札幌市） Ｂ

Ｐ42の「教育環境の整備に向けた狭隘化対 教室不足の解消に向けては、既存施設の活
策」の施策について、「適切な教育環境の確 用に限定せず、校舎増築や通学区域の見直し
保に努めます」となっているが、「教室不足 など、あらゆる方策を検討してまいりますが、
の解消に努めます」などと、はっきりと記述 いただいた御意見は今後の施策の進め方等の
すべきである。 参考とさせていただきます。
また、使える既存施設がいつ出てくるかわ

からない中で、教育条件改善を先延ばしすべ
きではないので、既存施設の活用に限定せず、
新増設を行う方針を示すべきである。

（札幌市） Ｃ

Ｐ43の「効率的なスクールバス運行に向け スクールバス運行については、運行事業者
た体制整備」の施策について、介助添乗員の との委託契約により実施しているところです
資質向上に向けた事前研修だけでは不十分で が、安全・安心な運行体制の充実に向け、い
はないか。そもそも雇用条件を改善すべきで ただいた御意見は今後の施策の進め方等の参
あり、道として責任を持てるスクールバス運 考とさせていただきます。
行となるよう条件整備すべきある。

（札幌市） Ｃ

Ｐ13、Ｐ17、Ｐ18、Ｐ20、Ｐ21の今後の方 御意見を踏まえ、「資質・能力」の表記を
向性において、「一人一人の資質・能力を可 「能力や可能性」に修正し、「聴覚障がい者
能な限り伸長させる」という記述を「一人一 教育」の今後の方向性に同様の記述を追加し
人の潜在的能力を可能な限り発達させる」な ました。
どとした方がよいと考える。
なお、Ｐ15の「聴覚障がい者教育」の今後

の方向性には同様の記述がないが、何か意図
があるのか。

（札幌市） Ａ

Ｐ２の「適切な就学先決定に向けた支援」 早期からの教育相談・支援体制の構築につ
における早期からの教育相談・支援体制につ いては、Ｐ３に施策を記載していますが、い
いて、道内の多くの幼稚園は私立であるため、 ただいた御意見は今後の施策の進め方等の参
可能であればパートナー・ティーチャー派遣 考とさせていただきます。
事業の対象を私立幼稚園に拡大するなど、公
立・私立幼稚園や保育園と特別支援学校との
連携推進する手立てや、幼稚園・保育園から
小学校への移行支援を行う流れがあれば良
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い。
（札幌市） Ｃ

Ｐ３の「幼児教育施設、小学校、中学校に 学びの場の柔軟な見直しについては、Ｐ７
おける学びの場の充実」について、特別支援 に記載している施策などにより、市町村教委
学級への在籍学級変更の手順（市町村教委に や医療機関等との連携を図ってまいります。
よる発達検査の実施等）や、医療機関等との
連携の必要性について、改めて周知する必要
がある。

（札幌市） Ｂ

Ｐ４に「『個別の教育支援計画』作成の割 御指摘の記述は、見出しで記載していると
合は、令和３年度、小学校75.7％、中学校57. おり「小・中学校 通常の学級」に関する数
4％」とあるが、この数値が通常学級なのか、 値です。
特別支援学級なのかを把握する必要がある。

（札幌市） Ｂ

特別支援教育については、早期からの進路 教員の特別支援教育の専門性の向上につい
についての検討と、それを踏まえたキャリア ては、Ｐ31に施策を記載していますが、いた
教育が必要であるということを、全ての先生 だいた御意見は今後の施策の進め方等の参考
方に知っておいていただく必要がある。 とさせていただきます。

（札幌市） Ｃ

診断名や検査結果から多くのことが読み取 教員の特別支援教育の専門性の向上につい
れることや、解釈について不明な点はパート ては、Ｐ31に施策を記載していますが、いた
ナー・ティーチャー派遣事業や特別支援学校 だいた御意見は今後の施策の進め方等の参考
に相談することができるなどの情報を、普通 とさせていただきます。
学校向けの研修時に発信していただきたい。

（札幌市） Ｃ

パートナー・ティーチャー派遣事業を行っ 特別支援学校パートナー・ティーチャー派
た上での課題や必要な対応などについての検 遣事業等による各地域における特別支援教育
討を各校・地域毎に行い、全道的に集約し、 に関する取組の充実については、Ｐ33に施策
改善案について検討、各市町村へ発信してい を記載していますが、いただいた御意見は今
ただきたい。 後の施策の進め方等の参考とさせていただき

（札幌市） ます。
Ｃ

パートナー・ティーチャー派遣事業の最初 特別支援学校パートナー・ティーチャー派
の派遣要請段階で、派遣校に必要な情報が得 遣事業の効果的な実施について、いただいた
られれば、特別支援学校側の負担も減ると思 御意見は今後の施策の進め方等の参考とさせ
うので、依頼校には事前に検討してもらう内 ていただきます。
容を記入させるなど、派遣要請書の様式の見
直しを検討いただきたい。

（札幌市） Ｃ

特別支援学校と市町村教委で、特別支援学 特別支援学校パートナー・ティーチャー派
校のパートナー・ティーチャー派遣事業や校 遣事業等による各地域における特別支援教育
外支援について知ってもらえるような連携が に関する取組の充実については、Ｐ33に施策
できると良い。 を記載していますが、いただいた御意見は今

（札幌市） 後の施策の進め方等の参考とさせていただき
ます。

Ｃ

特別支援学校のコーディネーターがパート 教員の特別支援教育の専門性の向上や教員
ナー・ティーチャー派遣事業など校外支援に 研修の推進については、Ｐ31に施策を記載し
関する研修を受け、どのように対応するかな ていますが、いただいた御意見は今後の施策
どノウハウを共有する機会を設けていただき の進め方等の参考とさせていただきます。
たい。

（札幌市） Ｃ

小・中学校教員・特別支援教育に関する研 全ての教員が特別支援教育に関する理解や
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修受講率の向上。 知識を深めることは重要であると考えてお
（札幌市） り、Ｐ７及びＰ31～Ｐ32に記載している施策

などにより、研修受講率の向上を図ってまい
ります。

Ｂ

管理職が積極的にリーダーシップを取り、 御意見についてはＰ５に課題として記載し
教職員による指導・支援体制の構築、関係機 ていますが、Ｐ７に記載している施策などに
関等と連携した取り組み。 より、学校全体で特別支援教育に取り組む体

（札幌市） 制を整備してまいります。
Ｂ

「個別の教育支援計画」や「個別の指導計 「個別の教育支援計画」や「個別の指導計
画」必須作成。 画」については、Ｐ25に記載している施策な

（札幌市） どにより、作成・活用の促進に努めてまいり
ます。

Ｂ

ニーズに応じた高等学校における通級によ 高等学校における通級による指導について
る指導の増設。 は、Ｐ９に現状を記載していますが、いただ

（札幌市） いた御意見は要望として受け止め、今後の施
策の進め方等の参考とさせていただきます。

Ｃ

就労に関わる定着へのサポート強化。 Ｐ22に記載している施策などにより、就労
（札幌市） 支援や卒業後の支援の充実について努めてま

いります。
Ｂ

Ｐ25のペアレントメンターの派遣などにつ 現時点では施策を進める実施主体は道教委
いて、主な実施主体を道教委のみではなく、 であると考えていますが、今後、道教委単独
合同（地教委、学校等）での取り組み。 ではなく地教委や学校等とも連携して取組を

（札幌市） 進めてまいります。
Ｃ

Ｐ19の「病弱・身体虚弱教育」について、 病弱・身体虚弱教育については、Ｐ20に施
現状認識に差がある。病気による長期欠席児 策を記載していますが、いただいた御意見は
童生徒の学習状況を精査すべきであり、在籍 今後の施策の進め方等の参考とさせていただ
児童生徒数だけで病弱教育の充足率を評価す きます。
るのは不十分である。障害種別で考えるだけ
でなく、重複事例への対応も考慮してほしい。

（札幌市） Ｃ

「多様な学びの場」とは、障碍のある子と Ｐ２の今後の方向性及びＰ３の施策に記述
無い子を分断する「隔離制度」であり、小中 を追加しましたが、道教委ではインクルーシ
学校の義務教育の場で用いる事は許されな ブ教育システムの理念に基づいた特別支援教
い。 育を推進します。

（札幌市） Ｄ

特別支援教育課は、障害者権利条約の趣旨 Ｐ２の今後の方向性及びＰ３の施策に記述
に違反し、障がい者を分離差別し続ける犯罪 を追加しましたが、道教委ではインクルーシ
行為を道民の税金で行っている。 ブ教育システムの理念に基づいた特別支援教

（札幌市） 育を推進します。
Ｄ

Ｐ９の「高等学校における通級による指導」 高等学校における通級による指導及び適切
について、生徒の実態や希望に応じて全ての な就学先決定に向けた支援に関して、いただ
高等学校において、通級による指導が可能で いた御意見は今後の施策の進め方等の参考と
あることを広く道民に周知して欲しい。 させていただきます。

（伊達市） Ｃ
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Ｐ９の「高等学校における通級による指導」 高等学校における通級による指導及び適切
について、各管内で、どこの高校で何名に対 な就学先決定に向けた支援に関して、いただ
して、通級指導が行われたのか、高校名を公 いた御意見は今後の施策の進め方等の参考と
表すること。 させていただきます。

（伊達市） Ｃ

Ｐ９の「高等学校における通級による指導」 高等学校における通級による指導及び適切
について、生徒の実態把握、校内委員会での な就学先決定に向けた支援に関して、いただ
検討をスピード感を持って進め、特別の教育 いた御意見は今後の施策の進め方等の参考と
課程を早急に編成し、半年を目安に自立活動 させていただきます。
を実施する。次年度に持ち越さない。

（伊達市） Ｃ

Ｐ２の「適切な就学先決定に向けた支援」 視覚障がいのある子どもの早期発見・早期
について、市町村で行われている乳幼児健診 支援の促進については、Ｐ14に施策を記載し
における視覚検査に当たっては、最新の検査 ていますが、いただいた御意見は今後の施策
機器「スポットビジョンスクリーナー」（Ｓ の進め方等の参考とさせていただきます。
ＶＳ）による検査を義務化すべきである。

（札幌市） Ｃ

Ｐ20の「寄宿舎指導」について、居室に冷 寄宿舎で生活している児童生徒が、安全・
房の設備は無くてはならないと考える。速や 安心な環境の下、学校生活及び寄宿舎生活を
かな予算措置に基づき冷房設置を実現しても 送れるよう、いただいた御意見は今後の施策
らいたい。 の進め方等の参考とさせていただきます。

（札幌市）
Ｃ

Ｐ20の「寄宿舎指導」について、寄宿舎指 視覚障がい教育に関する教員の専門性の向
導員の専門性の向上に向け、点字の取得をス 上については、Ｐ14に施策を記載しています
ピード感を持って進めてもらいたい。 が、いただいた御意見は今後の施策の進め方

（札幌市） 等の参考とさせていただきます。
Ｃ

Ｐ28の「教員研修の状況」について、視覚 視能訓練士の配置については、その必要性
機能を適切に評価するために、また、校内教 を検討する必要があると考えておりますが、
職員の専門性向上のためには、専門職の視能 いただいた御意見は今後の施策の進め方等の
訓練士の配置が重要であり、早期に視覚特別 参考とさせていただきます。
支援学校への視能訓練士配置を実現してもら
いたい。

（札幌市） Ｃ

Ｐ28の「教員の特別支援教育の専門性の向 教員の専門性の向上については、Ｐ31に施
上」について、特別支援学校等で新採用とな 策を記載していますが、新規採用教員が特別
り、５年で人事異動になると専門性の向上が 支援学級や特別支援学校の教員を経験するな
難しいため、本人の希望を前提の上に人事異 どの方策を検討することとしていますので、
動に関する基本的な考えを見直す必要がある いただいた御意見を踏まえ、今後の施策の進
と考える。 め方等の参考とさせていただきます。

（札幌市） Ｃ

Ｐ40の「学校配置」について、千歳市にお 学校配置については、Ｐ41に施策を記載し
いては特別支援学校の設置が長年の課題とな ていますが、いただいた御意見は要望として
っており、千歳市又は近隣地域に、知的障が 受け止め、今後の施策の進め方等の参考とさ
いや肢体不自由など、障がい種別に関わらず せていただきます。
就学可能な特別支援学校の設置について検討
していただきたい。

（千歳市） Ｃ

Ｐ40の「学校配置」について、千歳市に支 学校配置については、Ｐ41に施策を記載し
援学校の設立を強く希望する。 ていますが、いただいた御意見は要望として

（千歳市） 受け止め、今後の施策の進め方等の参考とさ
せていただきます。

Ｃ
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Ｐ40の「学校配置」について、千歳市の近 学校配置については、Ｐ41に施策を記載し
くに肢体不自由の子が通える特別支援学校 ていますが、いただいた御意見は要望として
（小中高対応で医療的ケアがある子でも通え 受け止め、今後の施策の進め方等の参考とさ
る学校）ができてほしい。 せていただきます。

（千歳市） Ｃ

Ｐ40の「学校配置」について、千歳市と恵 学校配置については、Ｐ41に施策を記載し
庭市には特別支援学校がないため、この二つ ていますが、いただいた御意見は要望として
の街の中間地点に特別支援学校の設置を将来 受け止め、今後の施策の進め方等の参考とさ
お願いしたい。学校設立が難しければ、せめ せていただきます。
て分校でもご検討いただきたい。

（千歳市） Ｃ

Ｐ40の「学校配置」について、千歳市の校 学校配置については、Ｐ41に施策を記載し
区特別支援学校は南幌と遠く、かつ生徒数の ていますが、いただいた御意見は要望として
増加により教室数が不足しているので、千歳 受け止め、今後の施策の進め方等の参考とさ
市に特別支援学校の設立を希望する。できな せていただきます。
いなら、特別支援学級のみの学校である千歳
市立北進小学校が特別支援学校になってほし
い。

（千歳市） Ｃ

Ｐ40の「学校配置」について、千歳市から 学校配置については、Ｐ41に施策を記載し
は通学の困難さがあり特別支援学校を選べな ていますが、いただいた御意見は要望として
い方も多いので、千歳市に特別支援学校の設 受け止め、今後の施策の進め方等の参考とさ
立を強く希望する。 せていただきます。

（千歳市） Ｃ

※ 「意見に対する道教委の考え方」のＡ～Ｅの区分は次のとおりです。

区分 意 見 等 の 反 映 状 況

Ａ 意見を受けて案を修正したもの

Ｂ 案と意見の趣旨が同様と考えられるもの

Ｃ 案を修正していないが、今後の施策の進め方等の参考とするもの

Ｄ 案に取り入れなかったもの

Ｅ 案の内容についての質問等

問い合わせ先
北海道教育庁学校教育局
特別支援教育課（特別支援教育企画係）
電話 ０１１－２０４－５７７３


